
様式第12号(第29条関係) 

 

水 道 使 用 料 金 等 減 免 申 請 書 

年   月   日 

  由布市水道事業 由布市長 様 

 

  「由布市水道事業給水条例第32条の規定」による水道使用料金等の軽減又は免除を受けたいので、 

  下記のとおり申請します。 

お 客 様 記 入 欄 

水道使用場所 

(住所) 

由布市 

     庄内町柿原３０２番地 

（住所 □水道使用場所と同じ                           ） 

使 用 者 
フリガナ   スイドウ タロウ 

       水道 太郎           

電 話 番 号 
固定  ０９７－ ５８２－１３２８ 

携帯     －    － 
メーター番号  

軽減又は免除

の内容    

□ 漏水 

修繕業者名  

修繕年月日  年   月   日 

添 付 書 類 
□ 修繕写真（修繕前・後の写真）又は 修繕証明書 

□ 図面（漏水箇所がわかるもの） 

□ 災害 添 付 書 類 
 □り災証明書 

 ※ただし、メーターの流失については、り災証明書は不要 

□ その他 
由布市水道事業給水条例規程第29条第１項第    号に該当 

（添付書類 ： 事実が確認できるもの） 

軽減又は免除

の理由    

 

 

 

記入例）建物の基礎との境で、水道管が破管し漏水していたため、修理し復旧した。 

還付金振込

口 座 情 報 

金融機関名  口座種別 普通(総合)・当座・(   ) 

本・支店名 本店・(  )支店 出張所 支所 口座番号  

カナ 
             

             

名義人  

↑口座名義人記入注意→ 

姓名1マス空、濁点1マス 

カナ カ ) ユ フ シ  ス イ ト ゛ ウ   

名義人  株)由布市 水道 

※水道料金の軽減は、一度の漏水で最大２箇月分までとなりますので、ご了承願います。 

市 役 所 水 道 課 記 入 欄 

お客様番号 ― 
軽減又は免

除の内容  

□ 軽減  

□ 免除（全額・基本料

金） 

□ 加入負担金の免除 

第29条第１項 

第  号に該当 

（１・２か月分） 
水栓番号 

 

 

 

 

 

 

 

受付印 

 

 課 長 (総括)課長補佐 主幹・副主幹 課 員 受付者印 

     



（裏面） 

漏水箇所                         

                        

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

 


